
　被扶養者の認定にかかる基準と取扱いの変更については、平成27
年8月号の共済だよりから6回に分けて掲載して参りましたが、この7
月から「被扶養者認定基準及び取扱い」の適用が始まります。
　「被扶養者認定基準及び取扱い」については、共済組合ホームぺージ
または所属所の共済事務担当課で確認いただくことができますので、
今一度ご確認いただき被扶養者の認定申請にあたりましては、組合員
皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
　また、平成28年10月1日から兄姉の扶養認定をする際の「組合員と
同一世帯であること」の条件を要しなくなりますので、お知らせいたし
ます。

被扶養者の認定基準及び取扱いを被扶養者の認定基準及び取扱いを
一部変更いたします！❼一部変更いたします！❼

平成28年7月から

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

　○下記の２施設より、閉館に伴う営業停止の連絡がありましたのでお知らせします。

契約保養所のお知らせ

１．施設名及び営業停止日

都道府県名 施設名 所在地及び連絡先 営業停止日

鳥取県
ホープスターとっとり 鳥取市永楽温泉町556

TEL 0857-26-3311
平成29年1月31日

弓ヶ浜荘 米子市皆生温泉4-6-12
TEL 0859-22-7476

２．閉館日　　平成２９年３月３１日

　○下記の４施設については、平成28年3月31日をもって契約解除となっておりますのでお知らせいたします。

レクリエーション施設のお知らせ

都道府県名 契約解除施設

東京都
サンシャイン水族館

としまえん

栃木県 小山温泉　思川

埼玉県 草加健康センター

いたします。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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